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令和２年第１回大仙市議会臨時会 建設水道常任委員会 会議録 

 

日 時：令和２年４月２２日（水曜日） 午前１０時２５分～午前１０時３５分 

 

会 場：大曲庁舎 第３委員会室 

 

出席委員（６人） 

委員長  １５番 佐 藤 育 男    副委員長  １７番 児 玉 裕 一  

 委 員   ４番 佐 藤 隆 盛    委 員   ９番 本 間 輝 男  

 委 員  ２２番 佐 藤 清 吉    委 員  ２６番 高 橋 敏 英  

 

欠席委員（０人） 

 

遅刻委員（０人） 

早退委員（０人） 

 

説明のため出席した者  

建設部長     古 屋 利 彦    道路河川課長   京 野 和 明  

道路河川課参事  伊 藤   司    道路河川課参事  北 澤   真  

道路河川課参事  佐 藤   彰                      

 

議会事務局職員出席 

参 事    冨 樫 康 隆 

 

審査議案等 

第１ 議案第９５号 財産の取得について 

第２ 議案第９８号 令和２年度大仙市一般会計補正予算（第２号） 
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午前１０時２５分 開  会 

 

○委員長（佐藤育男） おはようございます。 

本日は本会議休憩中のところ、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

それでは、ただ今より、建設水道常任委員会を開会いたします。 

当委員会に付託された事件につきまして、別紙日程表のとおり審査いたしますの

で、よろしくお願いをいたします。 

なお、正確な会議録の作成のため、発言をする際には、委員長の許可を得た後で、

マイクのスイッチを入れてからお願いをいたします。 

 

○委員長（佐藤育男） 審査に入る前に、当局からの挨拶をお願いいたします。古屋

建設部長。 

○建設部長（古屋利彦） あらためまして、おはようございます。 

  建設水道常任委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、常任委員会を開催

いただきまして誠にありがとうございます。 

  今回は令和２年度最初の常任委員会でございます。委員の皆様には今年度も引き

続き、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 今年度は組織改革によりまして、各地域の建設・水道業務を大曲・協和・太田地

域に集約しております。さらなるきめ細やかなサービスを目指すとともに、道路の

維持管理についても、市内３カ所の道路維持センターを拠点に対応を強化してまい

りたいと思います。 

  本来でありますと、新管理職職員の紹介をするべきでありますけれども、コロナ

感染拡大防止に伴いまして出席職員を少なくしております。お手元に配付の名簿に

てご確認をお願いいたします。 

  さて、本日、ご審議をお願いいたします案件は、道路河川課所管の凍結抑制剤散

布車の購入に関わる財産の取得による単行案１件、及び道路維持管理費に関わる一

般会計補正予算案１件の計２件についてでございます。 

詳細につきまして、この後、道路河川課長がご説明いたしますので、委員の皆様

におかれましては、どうかよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上

げまして、挨拶とさせていただきます。以上です。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 
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○委員長（佐藤育男） それでは早速、審査に入ります。 

議案第９５号、財産の取得についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。京野道路河川課長。 

○道路河川課長（京野和明） 道路河川課の京野でございます。よろしくお願いしま

す。 

   議案第９５号の財産取得について、ご説明申し上げます。 

  資料ナンバー１、議案書の２０ページ、それとお手元にお配りしております資料、

道路－１の１ページを併せてお開き願います。 

 このたびの契約議案につきましては、先の３月定例会においてご承認いただいた

防災・安全社会資本整備交付金事業により、除雪機械を取得するため、大仙市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

議会の議決をお願いするものであります。 

  議案第９５号につきましては、去る４月９日に指名競争による入札を行っており

ます。また、納入期限につきましては令和２年１１月３０日としており、シーズン

前半から除排雪作業に活用する予定としております。 

 議案第９５号の内容といたしましては、大曲地域に配置します凍結抑制剤散布車

（３トン級）１台を購入しようとするものであります。 

 指名競争入札の結果、大仙市花館柳町５番７８号、株式会社青工
せいこう

 大曲支店が２,

０２４万円で落札し、仮契約を締結しているところであります。 

 入札執行結果と取得機械の概要につきましては、資料の１ページに記載しており

ますので、ご参照いただきたいと思います。 

 なお、同じく３月定例会で補正をご承認いただきましたロータリ除雪車１台と除

雪ドーザ（１４トン級）１台、除雪ドーザ（１１トン級）３台につきましては、入

札の結果、予定価格超過により入札不調となっており、再度、見積もり徴収し、予

定価格を変更して再入札を行う予定であります。 

  以上、議案第９５号の財産の取得についてご説明申し上げましたが、よろしくご

審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございます。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい、なければ、質疑を終結いたします。 
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これより、討論を行います。討論はございませんか 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（佐藤育男） 次に議案第９８号、令和２年度大仙市一般会計補正予算(第

２号)を議題といたします。 

  当局の説明を求めます。京野道路河川課長。 

○道路河川課長（京野和明） それでは議案第９８号、令和２年度大仙市一般会計補

正予算（第２号）のうち、道路河川課所管分について、ご説明申し上げます。 

 資料ナンバー３、令和２年度補正予算〔４月補正〕の９ページと、資料ナンバー

３－１、主な事業の説明書の６ページをお開き願います。なお資料、道路－２に位

置図と施工箇所の写真を添付しておりますので、併せてご覧ください。 

 それでは資料ナンバー３－１、事業説明書でご説明いたしますので、６ページを

ご覧ください。 

  ８款 土木費、２項 道路橋りょう費、２目 道路維持費、１０事業 道路維持管理

費についてであります。 

補正前の額３億９,６３９万７千円に１億２千万円を追加し、補正後の額を５億１,

６３９万７千円とするものであります。 

  道路維持管理事業につきましては、損傷箇所の復旧や老朽化箇所の若返りに際し

て、路線の性質に最も適した効果的な手法で対応してきており、平成２６年度から

は直営舗装体制も整備し、市内全域の舗装補修にスピード感を持って対処してきた

ところであります。 

  しかしながら、今冬下においては、暖冬により例年よりも通行車輌の速度が高く、

また、物流に係る大型車輌も多かったことから、路面摩耗等による道路損傷が著し

くなったと考えられ、その対応のため補正が必要になったものであります。 

   概要としましては、舗装補修として舗装打換路線１２路線、１,９９５メートル、

切削オーバーレイ６路線、１,４１５メートルと、側溝改良５路線、３６５ｍに計１
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億２千万円の補正を行うものであります。 

  施工箇所につきましては、各地域より舗装や側溝の維持工事が必要な箇所を調査

していただき選定したところであり、これにより円滑な交通網を確保することを目

的とし行うものであります。 

以上、議案第９８号、令和２年度大仙市一般会計補正予算（第２号）のうち、道

路河川課所管分についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございます。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） ないですか。はい、なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（佐藤育男） 以上で、当委員会に審査付託となりました事件の審査は全て

終了いたしました。 

なお、本委員会の審査報告書及び委員長報告の案文につきましては、委員長にご

一任願いたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、そのように決しました。 

これで、建設水道常任委員会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

午前１０時３５分 閉  会 
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  大仙市議会委員会条例第２９条第１項の規定により、ここに署名する。 

    

 令和２年  月  日 

     

大仙市議会 建設水道常任委員会委員長 佐 藤 育 夫 


